


第 三 者 行 為 該 当 レ セ プ ト の 記 載 方 法 に つ い て 

 

 「患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為（交通事故等）によっ

て生じたと認められる場合」は、レセプト（調剤分も含む）の「特記

事項」欄に「１０第三」の表示を記載するよう診療報酬請求書等の記

載要領（昭和 51年８月７日保険発第 82号）に明記されています。 

 また、事故外点数があればレセプトの「摘要」欄に「事故外点数」

の記載をお願いします。 

 今後ともご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

※第三者行為 

  交通事故（自損事故の同乗者を含む）・船舶事故・けんか・ 

犬咬み（他人の飼い犬）・食中毒 等 

 

 

 

 

問い合わせ 

保険者支援課 保険者支援係 

TEL ０９９－２０６－１０３５ 

FAX ０９９－２０６－１０６９ 


